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第1章 
本調査研究の背景・目的及び手法
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1. 背景・目的  

1-1 本調査研究の背景  

生活保護法に基づく医療扶助は全額公費で実施され、生活保護費全体の約半分を占める

中、頻回受診や多剤・重複投薬は、健康リスクの増大を招くものであり、医療扶助の適正実

施の観点からも対策が重要である。特に生活保護受給者は、国民全体よりもさらに高齢化が

進み、生活習慣病の罹患率も高く、健康づくりや生活習慣病予防・重症化予防、ポリファー

マシー対策など医薬品の適正使用に向けた支援を強化する必要がある。 

各福祉事務所においては、平成 14 年から頻回受診対策、平成 23 年から向精神薬の重複

投薬対策、令和３年からは健康管理支援事業、さらに令和５年からは向精神薬以外も含めた

多剤・重複投薬対策といった枠組で上記課題への対応が進められており、一定の改善が報告

されているところであるが、指導対象者に対する指導実施率の向上や未改善者に対する取

組が課題となっている。 

また、デジタル化推進の観点から、令和３年施行の「地方公共団体情報システムの標準化

に関する法律」に基づき、生活保護システムにおける標準仕様書の策定含め、情報システム

の標準化・共通化が推進されている。さらに医療扶助におけるオンライン資格確認が令和６

年から順次実施され、全国的な医療情報の共有基盤が段階的に整備されている。 

こういった状況から、福祉事務所がレセプトデータを活用し頻回受診、多剤・重複投薬の

対象者を効率的に抽出し、医療関係者と連携の下で多くの対象者を効果的・効率的に指導す

る仕組の構築と普及が課題となっている。 

 

1-2 本調査研究の目的  

本業務では、医薬品の適正使用、適正受診対策の対応方策について検討することを目的

とし、他分野における先進的事例と福祉事務所における実態調査を踏まえ、当該分野にお

ける下記の在り方を検討する。 

 

〇対象者の定義 

〇効率的な対象者抽出に資するレセプト分析 

〇レセプト分析を効率的にするためのシステム構築 

〇対象者への効果的・効率的な取組 

〇対象者支援のために構築すべき地域における関係者ネットワーク 
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2. 実施概要  

2-1 タスクの全体像  

本調査事業は、他分野における取組と医療扶助の適正実施に係る取組についてそれぞれ

調査を行う。各調査について、医療扶助分野の実態調査から現行の取組の実態と課題を把握

し、他分野における取組を参考に具体的な取組の方向性を検討する。 

医療扶助分野については主にアンケート調査とヒアリングから、他分野においてはデス

クリサーチを以て調査を遂行し、それぞれ結果のまとめを踏まえ方向性を検討する。 

 

図表 1 本事業のタスク全体像 

 

 

（１） 医療扶助の適正実施に係るアンケート調査について 

全国の福祉事務所設置都道府県・市町村を対象とし、頻回受診、重複・多剤投与対策等の

現状把握及び課題の抽出を目的としたアンケート調査を実施した。 

調査の実施に際し、まずアンケート設計を行い、事務局（厚生労働省社会・援護局保護課）

の確認を経て、アンケート調査票（エクセル形式）を作成した。都道府県のご協力のもと、

管内市町村へ配布し、弊社が直接回収する形で実査を進めた。なお本アンケートは、「令和

７年度生活保護指導職員ブロック会議の研究協議事項（医療扶助関係）等に関するアンケー

ト調査」の一環として作成され、本事業で必要な内容を包含させた。 

調査期間は令和７年６月 30 日～７月 23 日であり、最終的な回収数・率は 615 件（回収

率 67.7%）であった。調査概要及び結果等の詳細は第２章にて詳述する。 
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（２） 医療扶助の適正実施に係るヒアリングについて 

医療扶助における医薬品の適正使用・適正受診対策について、アンケートで明らかになっ

た課題に対する医療扶助分野での先行的な取組事例を抽出することを目的に福祉事務所設

置市町村に対するヒアリングを実施した。 

調査概要及び結果等の詳細は第３章にて詳述するため、ご参照いただきたい。 

 

# 自治体名 ヒアリング日程 人口* 被保護者人口* 

１ 指定都市 A 令和７年 10 月６日 約 150 万人  約４万人 

２ 一般市 B 令和７年 10 月 10 日 約 30 万人 約３千人 

３ 中核市 C 令和７年 10 月 10 日 約 30 万人 約６千人 

４ 中核市 D 令和７年 10 月 17 日 約 50 万人 約７千人 

５ 指定都市 E 令和７年 10 月 21 日 約 150 万人 約３万人 

６ 指定都市 F 令和７年 10 月 22 日 200 万人以上 約７万人 

７ 中核市 G 令和７年 11 月 21 日 約 50 万人 約 1.5 万人 

*令和８年 3 月時点での最新値       

 

（３） 他分野における取組の調査について 

医薬品の適正使用・適正受診に係る取組として、主に国保保健事業・高齢者の保健事業と

介護予防の一体的実施事業や、医療費適正化計画等・高齢者のポリファーマシー等の取組に

ついて、デスク調査を実施した。また、各自治体の事例については、厚生労働省担当課（保

険局国民健康保健課など）による事例集や各自治体のデータヘルス計画の公表資料等を確

認した。 

本報告書では、各自治体の事例等について第４章で詳述するため、ご参照いただきたい。 

 

図表 2 他分野における取組の調査対象イメージ 
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2-2 「医療扶助・健康管理支援等に関する検討会」との関係性  

本調査事業の推進にあたり、「医療扶助・健康管理支援等に関する検討会（令和７年 10 月

2 日～）」（以下、単に「検討会」と呼称する）が並行して実施されたため、アンケート調査・

ヒアリング及びその取りまとめにおいて、本事業と検討会で密に情報連携を行って実施し

た。また、先述の通り本事業のアンケート調査は「令和７年度生活保護指導職員ブロック会

議の研究協議事項（医療扶助関係）等に関するアンケート調査」に包含させて実施する形式

が取られた。以上の状況を踏まえ、事業の進め方としては下記の通りとした。 

 アンケート調査及びヒアリング結果について、本報告書公表前に一部で公表を行った。 

 アンケート調査の結果は第１回検討会の資料３ 

 ヒアリング結果は第２回検討会の資料（p28, 29）、第３回検討会の資料（p56） 

 他分野結果は第２回検討会の資料（p27） 

※上記は一括で本報告書巻末の参考資料に掲載している 

 報告書の総括は、中間的な整理を踏まえた今後の方向性の整理（第４章第３節）を以て代替

することとした。 

 上記に伴い、他分野における取組は、中間的な整理における記載事項（第４章第１節）を

具体化した先行事例（第４章第２節）を探索することとして取り扱うこととした。 

以上を以て、本事業のタスクと並行する検討会の関係性を整理すると下記の通りである。 

 

図表 3 本事業のタスクと並行する検討会の関係性 
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第2章 
アンケート調査 
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1. アンケート調査の概要  

1-1 アンケート調査の概要  

（１） 調査目的 

医療扶助における医薬品の適正使用・適正受診対策をより一層効率的・効果的なものに

することを目的とし、頻回受診、重複・多剤投与対策等の現状把握及び課題を抽出すべく

アンケートを実施した。 

（２） 調査対象 

全国都道府県・指定都市・中核市・特別区を含む一般市・福祉事務所設置町村の医療扶助

主管課（計 908 自治体）に対して悉皆的に調査票を配布した。 

 

（３） 調査方法 

エクセルアンケートフォームを作成し、厚生労働省より都道府県・指定都市・中核市へ調

査票を配布、さらに都道府県からは管内一般市・福祉事務所設置町村へ調査票を再配布した。

その後、回答された調査票は弊社がメールにてデータを回収・集計した。なお本アンケート

は、「令和７年度生活保護指導職員ブロック会議の研究協議事項（医療扶助関係）等に関す

るアンケート調査」の一環として作成され、本事業で必要な内容を包含させる形式とした。 

 

（４） 調査期間 

令和７（2025）年６月 30 日（月）から７月 23 日（水）にかけて実施した。 
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（５） 調査内容 

 本事業に係る項目は下記の通り。 

＜自治体の属性情報＞ 

 自治体種別 

（都道府県 / 指定都市 / 中核市 / 一般市・特別区 / 町村） 

＜医療扶助における適正実施の全体＞ 

 得られる効果が低いと考えられる取組とその理由 

 自治体独自で工夫して実施・検討している取組 

＜重複・多剤投与対策＞ 

 重複・多剤投与者の抽出状況 

 多剤投与者の指導対象者を拡大する上での課題 

 重複・多剤投与者に対する指導状況 

 重複・多剤投与者の抽出を効率化するための工夫 

 重複・多剤投与者に対する具体的な指導内容 

 重複・多剤投与者に指導する専門職 

＜頻回受診対策＞ 

 頻回受診対策を効率的・効果的にするための工夫 

 指導対象者に該当しながら指導を実施しなかった理由 

 

（６） 回収結果 

有効回答数：615 回答 

有効回答率：67.7% ※都道府県・指定都市・中核市は 100% 

 

以下、主要な調査項目に関する調査結果を次ページ以降にとりまとめる。 

  



 

10 
 

1-2 調査結果の概要  

主たる調査結果概要は以下の通りであった。 

（１） 回答自治体の基本情報 

回答のあった自治体の属性は、下記の通り。 

 

図表 4 回答自治体の規模 

 
 

図表 5 自治体規模ごとの回収率 

  
 

（２） 重複・多剤投与者の抽出 

重複・多剤投与者を抽出する手法は、福祉事務所の「レセプト管理システム」の抽出機能

を活用している自治体が最も多く 61.9%であった。他のセグメントと比べた自治体規模ご

との特徴は、指定都市・中核市が「外部機関への委託」が 32.9%、特別区を含む一般市・町

村では「レセプトや薬歴等をもとに対象者を主導で抽出している」が多く 19.2%であった。 

 

図表 6 重複・多剤投与者を抽出する際の手法 

 

7.6%
3.3%

10.1% 75.3%
3.7%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

N= 615

ア. 都道府県 イ. 指定都市 ウ. 中核市 エ. 一般市(特別区含む) オ. 町村

100.0%
100.0%
100.0%

63.2%
50.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

都道府県
指定都市

中核市
一般市(特別区含む)

町村 N= 615

11.9%

14.6%

19.2%

18.1%

9.5%

32.9%

14.8%

16.9%

76.2%

46.3%

63.3%

61.9%

2.4%

6.1%

2.7%

3.1%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

都道府県 N= 42

指定都市・中核市 N= 82

一般市(特別区含む)・町村 N= 485

総計 N= 609

ア.レセプトや薬歴等をもとに対象者を手動で抽出している
イ.外部機関にデータ分析・抽出業務を委託している
ウ.レセプト管理システムの抽出機能を活用している
エ.その他の抽出手法
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指導対象者の抽出プロセスを効率化する工夫について、「特に取り組んでいるものはない」

との回答が過半数であった。実施されている工夫の中では「レセプト分析における自治体独

自の抽出条件の設定」が最も多く、特に指定都市・中核市では 40.2%で実施されていた。 

 

図表 7 重複・多剤投与対策の指導対象者の抽出プロセスを効率化する工夫（複数回答可） 

 

  

14.3%

7.1%

4.8%

14.3%

16.7%

0.0%

9.5%

59.5%

40.2%

22.0%

7.3%

18.3%

12.2%

3.7%

3.7%

30.5%

19.0%

7.8%

1.0%

7.0%

16.1%

4.9%

1.0%

57.7%

21.5%

9.7%

2.1%

9.0%

15.6%

4.4%

2.0%

54.2%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

ア.レセプト分析における自治体独自の抽出条件の設定

イ.指導対象者の確定（優先順位付け）までのマニュア
ルの設定

ウ.随時協議ではなく、
福祉事務所と嘱託医・薬剤師等との定期的な会議体の

設定

エ.嘱託医等の判断に必要な情報の記載様式を定型化

オ.ケースワーカーや嘱託医等、
現場職員からの報告を基点に抽出している

カ.管内の医療機関や薬局からの情報提供をきっかけに
抽出している

キ.その他の効率化に向けた取組

ク.効率化に向けて特に取り組んでいるものはない

都道府県 N= 42
指定都市・中核市 N= 82
一般市(特別区含む)・町村 N= 485
総計 N= 609
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優先順位付けの基準について、「薬剤数以外の基準を設定していない」とする自治体が約

７割と多数を占めた。一方で指定都市・中核市は基準を設けているものが他のセグメントの

自治体よりも多く、「複数の医療機関への通院」「有害事象の起きやすい薬剤の処方」がそれ

ぞれ 34.1%、14.6%で優先順位付けにあたり考慮されているとの回答であった。 

 

図表 8 多剤投与者の指導実施の際、優先順位付けの状況（複数回答可） 

 

 

  

23.3%

7.0%

7.0%

7.0%

67.4%

34.1%

14.6%

11.0%

15.9%

48.8%

21.4%
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2.9%

3.9%

72.4%

23.3%
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ア.複数の医療機関に通院していることも
指導に当たっての優先順位付けの基準としている

イ.有害事象の起きやすい薬剤が処方されていることも
指導に当たっての優先順位付けの基準としている

ウ.特定の薬剤に着目した、
指導にあたっての優先順位付けの基準を設定している
（例：同一月内に外用薬のみで10種類以上の処方

を受けている）

エ.その他

オ.薬剤数以外の指導に当たっての
優先順位付けの基準は設定していない

都道府県 N= 43
指定都市・中核市 N= 82
一般市(特別区含む)・町村 N= 485
総計 N= 610
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医療扶助の適正実施に向けた取組の中で、多剤投与者への取組を「得られる効果が低い」

と捉える自治体も一定数存在し、理由としては「指導対象者の抽出基準が適切ではない」と

の回答が最も多く 26.0%であった。 

 

図表 9 医療扶助の適正実施に向けた取組で、得られる効果が低いと考えられるもの 

 
 

図表 10 得られる効果が低いと考えられるもの 1 位の理由 
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0.0%

2.8%
26.0%

2.3%
7.1%

0.0%
2.3%

2.0%

0.0%

10.4%

17.8%

9.3%

28.6%

4.7%

46.6%

14.9%

0.0%

2.8%
9.6%

4.7%

14.3%

7.1%

11.4%

4.1%

0.0%

5.7%

17.8%

4.7%

7.1%

6.3%

8.0%

12.8%

85.7%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

ア.頻回受診者への取組 N= 106

イ.多剤投与者への取組 N= 73

ウ.向精神薬の重複投薬者への取組 N= 43

エ.向精神薬以外の重複投薬者への取組 N= 14

オ.後発医薬品の使用促進の取組 N= 127

カ.⾧期入院者の地域移行に向けた取組 N= 88

キ.頻回転院への取組 N= 148

ク.その他 N= 7

1. 既に取組が進んでおり、指導対象者自体が少ない
2. 既に取組が進んでおり、改善が期待できる指導対象者が少ない
3. 指導対象者の抽出基準が適切ではない
4. 指導対象者への指導が困難である
5. 医療機関側の協力が得られない
6. その他



 

14 
 

（３） 重複・多剤投与者に対する指導 

重複投薬者・多剤投与者いずれに対する指導についても、「面談・訪問等の対面による

指導」が全体で最も多く、75%以上で実施されていた。他方で、「通知の発送」は共に 10%

未満、「医療機関・薬局への同行」は共に約 5%であった。他のセグメントと比べた自治体

規模ごとの特徴は、指定都市・中核市が「通知の発送」「電話・Web 面談による指導」な

どが多く効率的なアプローチを模索している状況が示唆された。都道府県では、「薬の管

理方法・服薬の工夫に関する助言」が多く約 35%で実施されていた。 

  

図表 11 重複・多剤投与者に対する指導内容について、実施・検討しているもの 

  

  

7.1%

38.1%

92.9%

54.8%

4.8%

35.7%

57.1%

14.3%

12.2%

59.8%

73.2%

58.5%

8.5%

32.9%

67.1%

11.0%

7.0%

38.2%

78.7%

39.9%

4.8%

19.6%

44.4%

5.2%

7.7%

41.1%

78.9%

43.4%

5.3%

22.5%

48.4%

6.6%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

ア.通知の発送

イ.電話・Web面談による指導

ウ.面談・訪問等の対面による指導

エ.医療機関・薬局への相談勧奨

オ.医療機関・薬局への同行

カ.薬の管理方法・服薬の工夫に関
する助言

キ.お薬手帳の活用方法の助言

ク.その他

1.重複投薬者への指導

都道府県 N= 42
指定都市・中核市 N= 82
一般市(特別区含む)・町村 N= 484
総計 N= 608

7.1%

35.7%

88.1%

59.5%

4.8%

35.7%

64.3%

9.5%

15.9%

56.1%

74.4%

61.0%

7.3%

30.5%

64.6%

12.2%

7.2%

37.3%

73.9%

39.8%

4.3%

19.5%

42.4%

4.8%

8.4%

39.7%

75.0%

44.0%

4.8%

22.1%

47.0%

6.1%

0% 20% 40% 60% 80% 100%
2.多剤投与者への指導

都道府県 N= 42
指定都市・中核市 N= 82
一般市(特別区含む)・町村 N= 483
総計 N= 607
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重複投薬者・多剤投与者いずれに対する指導の実施者（配置を検討している場合も含む）

について、全体としては「その他（自治体職員）」が最も多く、約 45%であった。次いで自

治体職員である保健師が約 40%、自治体職員である薬剤師は全体で約 1.5%であった。薬剤

師の活用については、都道府県や指定都市・中核市においては 6～10%とやや高くなってい

た。 

 
図表 12 重複・多剤投与者に対する指導を実施或いは配置検討しているもの 

 

  

38.1%

11.9%

14.3%

4.8%

7.1%

2.4%

64.3%

9.5%

30.9%

1.2%

14.8%

1.2%

6.2%

9.9%

49.4%

4.9%

41.3%

4.4%

10.3%

1.0%

0.2%

2.7%

43.2%

3.8%

39.7%

4.5%

11.2%

1.3%

1.5%

3.7%

45.5%

4.3%

0% 20% 40% 60% 80%100%

ア.保健師（自治体職員）

イ.保健師（委託）

ウ.看護師・准看護師（自治体
職員）

エ.看護師・准看護師（委
託）

オ.薬剤師（自治体職員）

カ.薬剤師（委託）

キ.その他（自治体職員）

ク.その他（委託）

1.重複投薬者への指導

都道府県 N= 42
指定都市・中核市 N= 81
一般市(特別区含む)・町村 N= 477
総計 N= 600

35.7%

11.9%

14.3%

4.8%

7.1%

2.4%

64.3%

9.5%

32.1%

1.2%

14.8%

1.2%

6.2%

9.9%

46.9%

4.9%

41.3%

4.4%

10.5%

1.0%

0.2%

2.7%

42.8%

3.8%

39.7%

4.5%

11.3%

1.3%

1.5%

3.7%

44.8%

4.3%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

2.多剤投与者への指導

都道府県 N= 42
指定都市・中核市 N= 81
一般市(特別区含む)・町村 N= 477
総計 N= 600
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（４） 多剤投与者の指導対象者を拡大する上での課題 

15 種類未満の多剤投与についての取組は、回答自治体の 94%がいかなる取組も実施して

いなかった。 

 
図表 13 15 種類未満の多剤投与に係る取組状況 

 
 

 
※「4. 15 種類未満の投与者については、取組の対象者と 

していない」をア～カ全てにおいて選択した自治体を集計 

 
 

  

1.3%

0.8%

0.7%

1.0%

0.5%

0.0%

1.7%

2.3%

0.7%

1.0%

1.3%

0.5%

0.7%

1.0%

0.5%

1.2%

1.0%

1.0%

96.4%

95.9%

98.2%

96.8%

97.2%

98.5%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

ア.該当者の抽出を行い、総人数を算出している N= 604

イ.該当者の情報（年齢、既往歴、処方内容等）を
レセプトデータや既存の情報で把握している N= 606

ウ.問診票等を使用して電話や面談等の機会に
該当者の情報を収集している N= 602

エ.相乗的に健康被害リスクが増す特徴があれば、
多剤投与の指導を実施している N= 602

オ.指導対象者として判断し、指導を実施している N= 
604

カ.上記に該当しないその他の介入を行っている N= 601

1. 6種類以上 2. 9種類以上 3. その他 4. 15種類未満の投与者については、
取組の対象者としていない

6.0%

94.0%

N=601 15種類未満の投与者に、いずれかの取組を
実施している

15種類未満の投与者には、いかなる取組も
実施していない
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多剤投与の指導対象者を拡大する際に想定される課題について、全体では「レセプト管理

システムでの抽出が困難」が最も多く、指定都市・中核市では第１位として「把握対象者抽

出後の対象者情報の整理が困難」、第２位として「嘱託医等によるスクリーニング作業が困

難」と回答する自治体が最も多かった。 

 
図表 14 15 種類未満に指導対象者を拡充する場合、ボトルネックと考えられる要因 

 

 
  

0.0%

26.3%

13.2%

21.1%

13.2%

10.5%

10.5%

5.3%

2.7%

26.7%

29.3%

16.0%

8.0%

12.0%

2.7%

2.7%

3.3%

32.5%

20.4%

9.1%

11.5%

12.2%

7.1%

4.0%

3.0%

31.3%

21.1%

10.8%

11.2%

12.0%

6.7%

3.9%

0% 20% 40% 60% 80%100%

ア.医療費適正化計画等、
庁内他部局と定義上の整合性が

取れない

イ.レセプト管理システムで抽出が困
難

（機能が無い、機能の使い方が不
明等）

ウ.把握対象者抽出後の対象者情
報の整理が困難

エ.嘱託医等によるスクリーニング作
業が困難

オ.主治医訪問による相談（処方意
図や意見の聴取等）が困難

カ.指導対象者に対する個別指導が
困難

キ.服薬指導において医療機関や薬
局の協力を得ることが困難

ク.その他

第１位

都道府県 N= 38
指定都市・中核市 N= 75
一般市(特別区含む)・町村 N= 452
総計 N= 565

2.6%

5.3%

23.7%

13.2%

15.8%

23.7%

7.9%

7.9%

0.0%

1.3%

25.3%

37.3%

13.3%

16.0%

5.3%

1.3%

2.2%

8.8%

23.5%

18.1%

17.9%

17.3%

8.8%

3.3%

1.9%

7.6%

23.7%

20.4%

17.2%

17.5%

8.3%

3.4%

0% 20% 40% 60% 80%100%

第２位

都道府県 N= 38
指定都市・中核市 N= 75
一般市(特別区含む)・町村 N= 452
総計 N= 565
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重複・多剤投与対策の指導対象者抽出プロセスにおいて、効率化に向けて「特に取り組ん

でいるものはない」との回答が過半数であった。実施されている中では、「ケースワーカー

や嘱託医等、現場職員からの報告を基点に抽出」が 16.7%と多く、次いで「レセプト分析に

おける自治体独自の抽出条件の設定」が 14.3%と二番目に多かった。これについては指定都

市・中核市では他の自治体区分よりも特に多く、40.2%の自治体がこの工夫を実施していた。 

 
図表 15 重複・多剤投与対策の指導対象者の抽出プロセスを効率化する工夫（複数回答可） 

 

 

  

14.3%

7.1%

4.8%

14.3%

16.7%

0.0%

9.5%

59.5%

40.2%

22.0%

7.3%

18.3%

12.2%

3.7%

3.7%

30.5%

19.0%

7.8%

1.0%

7.0%

16.1%

4.9%

1.0%

57.7%

21.5%

9.7%

2.1%

9.0%

15.6%

4.4%

2.0%

54.2%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

ア.レセプト分析における自治体独自の抽出条件の
設定

イ.指導対象者の確定（優先順位付け）までのマ
ニュアルの設定

ウ.随時協議ではなく、
福祉事務所と嘱託医・薬剤師等との定期的な会

議体の設定

エ.嘱託医等の判断に必要な情報の記載様式を定
型化

オ.ケースワーカーや嘱託医等、
現場職員からの報告を基点に抽出している

カ.管内の医療機関や薬局からの情報提供をきっか
けに抽出している

キ.その他の効率化に向けた取組

ク.効率化に向けて特に取り組んでいるものはない

都道府県 N= 42
指定都市・中核市 N= 82
一般市(特別区含む)・町村 N= 485
総計 N= 609
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（５） 頻回受診者に対する指導 

指導対象者の早期把握の取組については、「オンライン資格確認実績（ログ情報）活用」

が最も多く実施・検討されていたが、指定都市・中核市では「受診状況の把握を多数回設定」

が最も多く 30.5%で実施・検討されていた。また、未改善者への取組では、全体で「既存の

支援機関（高齢者施策における地域包括支援センター等）への紹介」が最も多い一方で、都

道府県では「身体的症状緩和につながる日常生活の改善指導」が、指定都市・中核市では「専

門職による個別的・集中的な取組の実施」がそれぞれ最も多く実施・検討されていた。 

 
図表 16 頻回受診対策として実施・検討しているもの（複数回答可） 

 

  

57.1%

45.2%

26.2%

35.7%

2.4%

33.3%

50.0%

26.2%

22.0%

30.5%

19.5%

20.7%

2.4%

28.0%

24.4%

19.5%

42.3%

27.6%

12.4%

27.0%

2.5%

22.4%

24.1%

12.4%

40.6%

29.2%

14.4%

26.7%

2.5%

23.9%

25.9%

14.4%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

ア.オンライン資格確認実績（ログ情報）活用による
頻回受診傾向の早期把握

イ.受診状況の把握を年４回より多く設定することによる
指導対象者の早期把握

ウ.その他、頻回受診者早期把握に向けた取組

エ.既存の支援機関（高齢者施策における地域包括支
援センター等）

への紹介

オ.当事者同士の交流の場等、社会的居場所づくりや参
加調整等の取組

カ.専門職による個別的・集中的な取組の実施

キ.身体的症状緩和につながる日常生活の改善指導

ク.その他、未改善者に向けた取組

都道府県 N= 42
指定都市・中核市 N= 82
一般市(特別区含む)・町村 N= 482
総計 N= 606

対
象
者
の
早
期
把
握

未
改
善
者
へ
の
取
組 
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レセプト抽出により候補者となったものの、最終的に指導対象者としなかった理由につ

いて、「治療計画上、客観的に頻回な通院が必要であると判断されたため」が最も多く、特

に指定都市・中核市では 90.2%がこの回答を選択していた。 

 
図表 17 頻回受診の基準に該当したものの指導対象者としなかった主な理由 

 
  

57.1%

0.0%

2.4%

11.9%

2.4%

11.9%

9.5%

33.3%

90.2%

4.9%

1.2%

4.9%

2.4%

9.8%

11.0%

4.9%

54.6%

3.5%

2.7%

4.5%

0.6%

10.5%

10.3%

29.1%

59.6%

3.4%

2.5%

5.1%

1.0%

10.5%

10.3%

26.1%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

ア.治療計画上、客観的に頻回な通院
（人工透析、リハビリ、皮膚疾患の処置など）が

必要であると判断されたため

イ.指導対象者の選定に向け、
主治医等との協議が実施できなかったため

ウ.指導対象者の選定に向け、
嘱託医との協議が実施できなかったため

エ.ケースワーカーの業務過多により
指導対象者を限定せざるを得なかったため

オ.他に社会資源がなく
受診制限が社会的孤立を深めてしまうと判断された

ため

カ.精神疾患や孤独感など該当者の社会的・心理的
な背景から

指導が逆効果になる可能性が懸念されたため

キ.その他

ク.月15日以上の頻回受診の基準に該当した対象者
は

すべて指導対象者としている

都道府県 N= 42
指定都市・中核市 N= 82
一般市(特別区含む)・町村 N= 485
総計 N= 609
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医療扶助の適正実施に向けた取組の中で、頻回受診者への取組を「得られる効果が低い」

と捉える自治体も一定数存在し、理由としては「既に取組が進んでおり、指導対象者自体が

少ない」との回答が最も多く 69.8%であった。また、「既に取組が進んでおり、改善が期待

できる指導対象者が少ない」との回答も 8.5%存在した。 

 

図表 18 医療扶助の適正実施に向けた取組で、得られる効果が低いと考えられるもの(再掲) 

 
 

図表 19 得られる効果が低いと考えられるもの 1 位の理由(再掲) 

 
 

17.6%

12.0%

7.1%

2.3%

20.9%

14.5%

24.3%

1.3%

13.2%

14.7%

9.7%

6.3%

15.5%

18.2%

21.3%

1.2%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

ア.頻回受診者への取組

イ.多剤投与者への取組

ウ.向精神薬の重複投薬者への取組

エ.向精神薬以外の重複投薬者への取組

オ.後発医薬品の使用促進の取組

カ.⾧期入院者の地域移行に向けた取組

キ.頻回転院への取組

ク.その他

1位 N= 608

2位 N= 606

69.8%

19.2%

65.1%

35.7%

64.6%

17.0%

56.1%

14.3%

8.5%

9.6%

14.0%

7.1%

17.3%

14.8%

10.1%

0.0%

2.8%
26.0%

2.3%
7.1%

0.0%
2.3%

2.0%

0.0%

10.4%

17.8%

9.3%

28.6%

4.7%

46.6%

14.9%

0.0%

2.8%
9.6%

4.7%

14.3%

7.1%

11.4%

4.1%

0.0%

5.7%

17.8%

4.7%

7.1%

6.3%

8.0%

12.8%

85.7%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

ア.頻回受診者への取組 N= 106

イ.多剤投与者への取組 N= 73

ウ.向精神薬の重複投薬者への取組 N= 43

エ.向精神薬以外の重複投薬者への取組 N= 14

オ.後発医薬品の使用促進の取組 N= 127

カ.⾧期入院者の地域移行に向けた取組 N= 88

キ.頻回転院への取組 N= 148

ク.その他 N= 7

1. 既に取組が進んでおり、指導対象者自体が少ない
2. 既に取組が進んでおり、改善が期待できる指導対象者が少ない
3. 指導対象者の抽出基準が適切ではない
4. 指導対象者への指導が困難である
5. 医療機関側の協力が得られない
6. その他
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（６） 他法によるレセプトの確認状況 

重複・多剤投与や頻回受診対策における、他法によるレセプト（難病・自立支援医療など）

の確認は、全体として約８割の自治体で実施されていなかった。その中では、重複投薬の状

況が最も多く確認されており、自治体の区分では、都道府県で最も多く確認がされていた。 

 
図表 20 他法によるレセプト（難病・自立支援医療など）の確認状況 

 

 

 

  

31.0%

25.6%

18.9%

20.7%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

都道府県 N=42

指定都市・中核市 N=82

一般市(特別区含む)・町村 N=481

総計 N=605

ア.重複投薬

実施している

26.2%

14.6%

14.3%

15.2%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

都道府県 N=42

指定都市・中核市 N=82

一般市(特別区含む)・町村 N=481

総計 N=605

イ.多剤投与

実施している

26.2%

17.1%

15.4%

16.4%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

都道府県 N=42

指定都市・中核市 N=82

一般市(特別区含む)・町村 N=481

総計 N=605

ウ.頻回受診

実施している



 

23 
 

2. 今後重要となる課題の整理  

（１） 医薬品の適正使用に係る事項 

重複・多剤投与者への指導内容について、先述の通り「面談・訪問等の対面による指導」

が主に実施されている一方で、「薬の管理方法・服薬の工夫に関する助言」は約 22%、「医療

機関・薬局への同行」は約 5%であった。 

また、指導を担う専門職のうち、薬剤師は常勤が全体で 1.5%、委託が 3.7%であり、保健

師の常勤 39.7%・委託 4.5%と比較していずれも活用が進んでいなかった。多剤・重複投薬

の指導は処方内容の薬学的評価を要する領域であるが、薬剤師については委託の検討も低

調であることを踏まえると、薬剤師の確保が困難である・薬剤師を抱えた委託先が確保でき

ないといった環境的要因が考えられる。 

被保護者の投薬状況を踏まえた支援においては、他法（難病・自立支援医療など）による

処方状況の把握も不可欠となるが、他法のレセプト確認は、重複投薬で全体の 20.7%、多剤

投与で 15.2%であり、約 8 割の自治体で実施されていなかった。被保護者が他の公費負担

で投薬を受けている場合、医療扶助のレセプトのみでは個々の処方実態の全容が把握でき

ないため、健康被害リスクの評価・管理が十分に行えていない状況が明らかになった。 

さらに、多剤投与対策における対象者の優先順位付けにあたっては、薬剤数以外の基準を

設定していない自治体が 68.9%であった。複数の医療機関への通院、有害事象の起きやすい

薬剤の処方など、被保護者の健康被害リスクが増す状況は存在するが、現行の把握対象者の

抽出基準などには反映されておらず指導の実施までの流れは各自治体や嘱託医に一任され

ている実態がある。多剤投与者への取組を「得られる効果が低い」と捉える自治体において、

「指導対象者の抽出基準が適切ではない」が最多の理由としてあげられるなど、現場におい

ても現行の薬剤数基準では対象者を適切に捕捉できていないという認識が存在している。

このことより、薬剤数以外の事情（複数医療機関の受診状況や薬剤の種類・組み合わせ等）

に基づく薬学的リスク評価の必要性が認識され始めていると考えられる。 

 

（２） 適正受診に係る事項 

頻回受診については、基準に該当するものの指導対象者としなかった理由として「治療計

画上、客観的に頻回な通院が必要であると判断されたため」が 59.6%と最多であり、指定都

市・中核市においては 90.2%にも上った。また、頻回受診対策は得られる効果が低いと考え

た自治体は「既に取組が進んでおり、指導対象者自体が少ない」との回答が 69.8%で最多で

あった。 

他方で、「得られる効果が低い」と捉える自治体で「改善が期待できる指導対象者が少

ない」との理由付けが 8.5%存在したものの、既存の支援機関への紹介・社会的居場所作

り・日常生活の改善指導等がいずれも自治体での実施率が 3 割に満たないことを踏まえる

と、未改善者への根本原因も踏まえた多角的アプローチが完全には普及していない状況で



 

24 
 

あると考えられる。令和 4 年の医療扶助に関する検討会において上記の重要性は指摘され

ていたが、今なお現場の状況はあまり変わっていないことから、具体的な支援方法の想起

が困難である可能性が考えられ、支援方法についての情報提供や事例共有等が必要と考え

られる。 

 

（３） 自治体の体制整備に係る事項 

重複・多剤投与者の抽出プロセスについて、全体の 54.2%が「効率化に向けて特に取り組

んでいるものはない」と回答していた。レセプト管理システムは、条件を定めた後に通常は

一括で対象者を抽出可能であるが、この使用が全体の 61.9%に留まっており、抽出作業を手

動で抽出する自治体が全体で 18.1%、特に特別区を含む一般市・町村では 19.2%を占める

実態があった。ただし、この状況について評価する際には、自治体システム（生活保護シス

テム）が標準仕様書に準拠した最新のものに更新できていないといった、進捗状況との関係

について考慮する必要がある。 

また、指導方法についても「面談・訪問等の対面による指導」が全体で 75%以上を占める

一方で、複数の対象者に一斉にアプローチできる「通知の発送」や一件あたりの時間を短縮

できるはずの「電話・Web 面談」はそれぞれ約 1 割、約 4 割と限定的な活用状況であった。 

以上を踏まえ、指導対象者の抽出から指導までの一連の業務において、効率化・改善の余

地が大きい状況であることが確認された。 

重複・多剤投与者の指導を担う職種は「その他（自治体職員）」が全体で約 45%と最多で

あり、専門職の活用は保健師が自治体職員・委託それぞれ約 40%, 約 5%であり、薬剤師は

さらに低く自治体職員・委託を合わせても 1 割未満であった。 

医療扶助の適正実施は健康被害の防止等の観点から本来は専門職の知見を要する領域であ

るが、指導の実施者が保健医療専門職ではない自治体が半数以上を占めるなど、専門的知見

を活かした取組が普及していない状況が示唆される結果であった。 

  



 

25 
 

図表 21 アンケートで明らかになった課題 
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第3章 

ヒアリング調査
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1. ヒアリング調査の概要  
（１） ヒアリングの目的 
医療扶助における医薬品の適正使用・適正受診対策について、アンケートで明らかになっ

た課題を現場の声から検証し、課題に対する医療扶助分野での先行的な取組事例を抽出す

ることを目的に福祉事務所設置市町村に対するヒアリングを実施した。 
 

（２） ヒアリング調査の実施概要 
ヒアリング調査にあたって、アンケートにより整理された課題を踏まえ、先行的な取組を

一定の規模で実施していると考えられる候補自治体を抽出し、厚生労働省担当課と相談の

もとで候補リストを作成した。なお、重複・多剤投与、頻回受診という課題の性質上、医療

資源が一定以上の規模となる市町で発生しやすい課題であり、指定都市をはじめ人口の多

い自治体に対象が集中していることに留意されたい。 
 

図表 22 調査対象とした自治体の選定プロセス 
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先の状況認識のもと、同意が得られた市町村に対面にてヒアリング調査を実施した。ヒ

アリングは令和７年 10 月～11 月にかけて実施し、自治体リストは下記の通りである。 
 

図表 23 調査対象とした自治体のリスト 
 

# 自治体名 ヒアリング日程 人口* 被保護者人口* 

１ 指定都市 A 令和７年 10 月６日 約 150 万人 約４万人 

２ 一般市 B 令和７年 10 月 10 日 約 30 万人 約３千人 

３ 中核市 C 令和７年 10 月 10 日 約 30 万人 約６千人 

４ 中核市 D 令和７年 10 月 17 日 約 50 万人 約７千人 

５ 指定都市 E 令和７年 10 月 21 日 約 150 万人 約３万人 

６ 指定都市 F 令和７年 10 月 22 日 200 万人以上 約７万人 

７ 中核市 G 令和７年 11 月 21 日 約 50 万人 約 1.5 万人 
*令和８年 3 月時点での最新値 
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ヒアリング項目は下記の通りである。 
 

図表 24 自治体へのヒアリング 
 

 
  

1. 医薬品の適正使用・適正受診の取組全体像 
 自治体としての課題認識 
 専門職体制（職種・常勤非常勤の別・他部署との掛け持ち等） 
 他部局（国保, 後期高齢者医療, 介護予防等）の連携状況 

 
2. 医薬品の適正使用指導における具体的な取組 

 対象者抽出～優先順位付けの基準と工夫（種数と重複性以外で考慮する要素） 
 薬剤通知/普及啓発など幅広い対象者に対して実施する取組の実施状況 
 実施している指導内容（薬の管理や健康被害, 薬局・医療機関の活用等） 
 指導充実（対象拡大, 内容規定, KPI 設定等）に向けた課題 
 指導を効率的/効果的にするための工夫 

 
3. 適正受診における具体的な取組 

 対象者把握における工夫（オンライン資格確認の実績ログ活用等） 
 把握対象者が指導対象とならない場合の主な理由 
 生活・心理面も考慮した通常の指導以外の取組（既存の支援機関の紹介等） 
 未改善者指導における課題 
 指導を効率的/効果的にするための工夫 

 
4. 医薬品の適正使用・適正受診の取組体制 

 レセプト管理システムの活用状況 
 外部委託業者の活用状況とその範囲（部署横断や管内市区町村の網羅状況） 
 把握～指導までのプロセスにおけるマニュアル・仕様の整備状況指導を効率的/効果

的にするための工夫 
 

5. 医療機関・薬局等との連携状況 
 嘱託医、三師会、管内医療機関・薬局との連携体制 
 各取組における具体的な連携内容 
 連携における課題と要望 
 連携をスムーズにするための自治体側の工夫 

 
6. 今後の展望と国への要望 

 特に強化・改善したい取組領域 
 指針を示してほしい、自治体の裁量を認めてほしいと感じる領域 
 分析ツールやモデル事業、ガイドライン等に対する具体的な要望 
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2. ヒアリング結果  
対象自治体に対するヒアリング結果のポイントは、それぞれ下記の通りである。 

2-1 ヒアリング結果のポイント  

（１） 指定都市 A 
• 薬剤師在籍の委託事業者を活用し、投与リスクの優先順位付けを実施、①併用禁忌、

②併用注意かつ慎重投与の薬剤等を必須対象者とし、他の被保護者も優先順位に基

づき指導可能な人数まで絞り込み。 
• ケースワーカーの負荷軽減のため、訪問指導で活用できるリーフレットや記載要領

の作成を実施。 
• 保健師在籍の国保部門と連携し、医療扶助のデータヘルス計画を作成。 

 

（２） 一般市 B 
• 服薬管理の観点で指導対象者の除外条件を設定し、その他は全例指導を徹底。薬局

の一元化、お薬手帳の活用、ケアマネージャー等との連携を段階的に実施。 
• 令和６年度は、指導対象外とした者に対して適正受診・服薬見直しを促す注意喚起

のチラシを広く送付。 
• 業務の標準化の観点で指導プロセスや手順書を作成。異動後職員に向けた引継マニ

ュアルも作成中。 
 

（３） 中核市 C 
• ケースワーカーが特にハードルを感じていた主治医訪問について、書面で医師に確

認できる手紙のフォーマットやコミュニケーション手引きを作成。 
• 上記に加え頻回受診の理解を深める注意喚起のチラシを作成、ケースワーカーに配

布することで、経験や属人的スキルに依存せず異動直後のケースワーカーでも医師

との連携を構築する仕組みを構築。 
 

（４） 中核市 D 
• ケースワーカー等の医療的な専門知識の向上のため、庁内保健部門に依頼し、統括

保健師の調整で常勤保健師の配置を実現。他部署とのネットワークは薬剤師会との

連携構築にもつながった。 
• ケースワーカー向け年 4 回の専門研修と事例検討会等による人材育成を実施するこ

とで、対象者ごとの見るべき視点の整理などケースワーカーが自律的に実施可能と

なっている。 
• 頻回受診者に対しては背景にある認知機能低下や加齢による変化を踏まえた適切な

支援へと接続。 
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（５） 指定都市 E 
• 多剤投与対象者の指導対象者を対応可能な規模とするため、かかりつけ薬剤師の不

在や複数薬局の使用等の条件を掛け合わせて優先的に指導する対象者を選定した。 
• 対象者には委託事業者が個別の薬剤情報通知を作成し、裏面に被保護者ごとの処方

薬剤数等を記載、医療機関・薬局への提示による情報共有にも活用できる設計。 
• また、医療扶助の適正実施に係る自治体独自での計画策定・評価にあたり、同一県

内の指定都市で PDCA 協議会を共同で開催。 
 

（６） 指定都市 F 
• 指導対象者数が現場の対応力を超えていたため、嘱託医との協議のもと、NDB デー

タによる地域特性も踏まえ、指導対象者を消炎鎮痛剤の処方で初期的にスクリーニ

ング。 
• スクリーニング後の対象者は、本庁が台帳に色分けサジェストを付与し、行動アク

ションや役割分担を明記したマニュアルとともに各区に提供する仕組みを構築。管

内での対応標準化につなげている。 
 

（７） 中核市 G 
• ケースワーカー1 人当たり 130～140 世帯という高負荷の中、多剤投与の重点指導

対象者を絞り込んで当該対象者に対しては指導を必須とし、期限を設け実績報告を

するよう指示し、15～22 剤の対象者に対しては定期訪問時に助言等の指導にとどめ

る二段階の運用を構築。 
• 委託事業者が個別の指導用チラシを作成し、同効薬・重複薬剤に同色の網掛けや星

印を付与することで、医療知識の乏しい事務職ケースワーカーでも視覚的に重複を

把握・説明可能に。 
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2-2 ヒアリング結果個票  

（１） 指定都市 A 
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（２） 中核市 B 
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（３） 一般市 C 
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（４） 中核市 D 
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（５） 指定都市 E 
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（６） 指定都市 F 
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（７） 中核市 G 
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3. アンケート調査と先行事例を踏まえた課題・取組の整理  

3-1 課題・取組の関係性の整理  

（１） 課題整理の更新 
ヒアリング結果を踏まえ、医療扶助の適正実施における課題に対する取組を整理した。

確認された取組のうち、特記すべきものは下記の通りである。 
① 医薬品の適正使用について、指導そのものを効率化する取組が確認されたため、「効率的な

対象者アプローチ」として記載している。 
② 頻回受診について取組の工夫が見られた事例は、根本的原因についての理解が深いためで

あると確認されたため、「生活・心理面も考慮した指導以外の取組」として記載している。 
③ 自治体の体制整備について、業務効率化・プロセスの改善を細かく分類して整理した。システ

ムや委託事業者を活用するもの、指導内容を事前に策定して効率化と質的向上を図るもの、

業務マニュアルを作成して標準化するものがあげられる。 
 

図表 25 課題に対する先行的な取組の整理 
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（２） ヒアリング結果における、課題・取組の該当性 
各自治体のヒアリング結果を踏まえ、再整理された課題・取組との該当性を示す。なお、

本仕分けは今回のヒアリング結果との該当性であり、ヒアリングにおいて言及のなかった

取組は含まれていないため、「―」と示す領域においても実態として行われている取組が存

在する可能性について留意されたい。 
 

図表 26 各自治体のヒアリング結果と取組との該当性の整理 
 

 
※ヒアリング内容に係る該当性の整理であり、実際の取組有無と一致しない可能性がある 
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3-2 ヒアリング結果の総括  

適正実施における課題に対する取組について、ヒアリング結果の総括を順に示す。 

（１） 医薬品の適正使用に係る課題 / 効率的な対象者アプローチ 
• ケースワーカーによる個別指導の際に対象者に配布する資材を作成し、指導内容の

効率的な策定と指導内容の標準化に貢献するものと、個別指導の対象者外にも広く

配布することでリスクを抱えた被保護者に対して効率的に情報提供するものが確認

された。 
• 漢字にふりがなを振る、情報を平易かつ単純にする等被保護者に配慮した文書とす

る工夫が認められ、伝わる情報提供とすることが重要と考えられる。 
 

（２） 医薬品の適正使用に係る課題 / 健康被害等対象者リスクの評価 
• アンケートでは薬剤の種類や組み合わせに着目した評価を行う自治体が 1.0%にと

どまっていたが、ヒアリング事例では薬学的知見に基づくリスク評価を実施してい

るものが確認された。 
• 具体的には、薬剤師による併用禁忌・慎重投与の段階的評価、作用機序の実質的重

複や合計力価の精査、地域特性を踏まえた対象薬剤の限定等、健康被害リスクを質

的に評価する取組が確認された。 
• 併用禁忌等の飲み合わせの問題や、同一薬効の蓄積・容量過多といった薬学的知見

に基づくリスク評価を行うことで、対象者の優先順位付けにあたって健康被害のリ

スクを踏まえた精度の向上と指導の実効性確保に貢献すると考えられる。その際、

例えば(5)に記載するシステム・委託事業者の活用等を進めることで、専門職やリソ

ースが限定的な福祉事務所においても対応が可能になるものと考えられる。 
 

（３） 医薬品の適正使用に係る課題 / 服薬管理・健康被害に関する指導 
• アンケートでは「薬の管理方法・服薬の工夫に関する助言」が約 22%にとどまって

いたが、ヒアリング事例では訪問時に健康被害リスクを踏まえた具体的な指導の展

開が確認された。 
• 具体的には、薬局一元化やお薬手帳の活用、ケアマネージャーとの連携による居宅

療養管理指導の依頼、被保護者の服薬管理能力に応じた段階的な介入等が確認され

た。 
• 健康被害リスクを踏まえた具体的な指導が行われることで、被保護者の行動改善に

効果的に働くものと想定される。 
 

（４） 適正受診に係る課題 / 生活・心理面も考慮した指導以外の取組 
• 高齢の頻回受診者に認知機能低下を疑い地域包括支援センター等を通じて専門医受

診へ接続する取組や、整形外科の頻回受診者に健康運動指導士と連携した筋力トレ

ーニング指導を代替案として提示する取組が確認された。 
• 当該事例は受診行動の根本原因に対する介入によって実際に頻回受診の改善に寄与

したものであり、ある種の模範事例と考えられる。 
• ただし、本取組は、中核市 D のみで確認できたものであり、アンケートでも社会的

居場所づくり等の取組が 2.5%にとどまっていたことからも、現状においては限定的

な取組であるものと考えられ、今後、普及に向けた対策を検討する必要があると考

えられる。 
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（５） 自治体の体制整備に係る課題 / 対象者整理におけるシステムや委託事業社の活用 
• 一定のルールで被保護者の情報を整理し、初期的な対象者スクリーニングを実施す

るものが確認された。 
• 各被保護者に紐づく情報は、横断的かつルールに基づき評価できるものと言語化や

一律評価が難しいものが存在するが、前者は機械的な処理が効率的であり望ましい。 
• レセプト管理システムの機能活用、他課と連携した一括処理、委託事業社による仕

分けのパターンが見受けられたが、いずれにおいても、スクリーニング後の結果を

本庁やケースワーカーで確認できる余地を残す工夫が重要と考えられる。 
 

（６） 自治体の体制整備に係る課題 / 対象者に対する指導内容の事前策定 
• ケースワーカーが指導時に使用するリーフレット・個別通知等の配布資材の作成や、

保健師による専門研修・事例検討会を通じたケースワーカーの医療リテラシー向上

が確認された。 
• ケースワーカーは専門職から医学的知識を補完される立場であり、さらに人事異動

が頻繁であることから知見が蓄積しにくい状況であるが、指導内容を事前に策定し

資材や研修として提供することで、担当者が交代しても一定水準の指導を継続でき

る基盤の確保に寄与すると考えられる。 
 

（７） 自治体の体制整備に係る課題 / 業務マニュアルの作成・標準化 
• 福祉事務所においては、被保護者それぞれがケースワーカーに割り当てられるため、

業務が属人化しやすく指導の質的担保を機能させることが難しい。 
• ヒアリング結果においては、こうした課題に対して、指導対象者の優先順位付けの

ガイド、嘱託医協議や医療機関への情報連携の手順や要綱の整備など、本庁主体で

現場支援を行う事例が確認され、経験やマンパワーへの依存を業務マニュアルの策

定等を通じて補完しようとする取組が確認された。 
• こうした取組は複数拠点を有する自治体での対応の標準化や、人事異動に伴う知見

の消失を軽減することに貢献するものと考えられる。 

（８） 自治体の体制整備に係る課題 / 地域の医療機関・薬局との連携 
• 通院薬局との残薬調整協力、薬剤師会との協業による福祉事務所ごとの担当薬剤師

配置、医療機関への年間約 100 件規模の協力依頼等が確認された。 
• 処方内容の調整や受診行動の改善は福祉事務所単独では実現が困難であり、地域の

医療機関・薬局と具体的な連携体制を構築することが介入の実効性と持続性の確保

に寄与している。 
• こういった連携体制の構築にあたり、行政と医療機関をつなぐ立場として保健師が

機能している事例があった。 
 

（９） 自治体の体制整備に係る課題 / 庁内他部局・他分野社会資源との連携 
• 医療扶助は生活保護分野の所管であるが、健康管理支援事業やレセプト点検などは

国保課と業務の類似性が高く、またアンケートで課題として示された他法レセプト

との突合確認では、該当する所管課との連携が不可欠である。 
• ヒアリング結果からは、個人情報の取扱いに十分留意の上で、実際にレセプト点検

業務を国保課に委託する事例、障害福祉課とレセプトを突合させるといった事例、

医療扶助でデータヘルス計画を策定し、国保部門と情報連携を行っている事例が確

認された。 
• 他にも地域包括支援センターなど他部門との連携が支援の多角化に寄与している事

例も存在し、他部局・他分野の社会資源との連携は医療扶助の適正実施において情
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報の補完やアプローチの拡大に重要な働きを持ちうることが確認できた。 
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